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令和５年６月森町議会定例会会議録

１ 招 集 日 時 令和５年６月７日（水） 午前９時３０分

２ 招 集 場 所 森町議会議事堂

３ 開会・開議 令和５年６月７日（水） 午前９時３０分

４ 応 招 議 員

１番議員 増 田 恭 子 ２番議員 清 水 健 一

３番議員 佐 藤 明 孝 ５番議員 川 岸 和 花 子

６番議員 岡 戸 章 夫 ７番議員 加 藤 久 幸

８番議員 中 根 信 一 郎 ９番議員 筋 惠 治

10番議員 中 根 幸 男 11番議員 西 田 彰

12番議員 亀 澤 進

５ 不応招議員 なし

６ 出 席 議 員 応招議員に同じ

７ 欠 席 議 員 ４番議員 平 川 勇

８ 地方自治法第121条の規定に基づき議場に出席した者の職氏名

町 長 太 田 康 雄 副 町 長 村 松 弘

教 育 長 野 口 和 英 総 務 課 長 平 田 章 浩

防 災 監 小 澤 幸 廣 企画財政課長 佐 藤 嘉 彦

税 務 課 長 鳥 居 孝 文 住民生活課長 鈴 木 知 寿
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福 祉 課 長 小 澤 貴 代 美 健康こども課長 朝 比 奈 礼 子

産 業 課 長 長 野 了 建 設 課 長 岡 本 教 夫

定住推進課長 森 下 友 幸 上下水道課長 鈴 木 孝 佳

会 計 課 長 古 川 敏 勝 学校教育課長 塩 澤 由 記 弥

社会教育課長 三 澤 由 紀 子 病院事務局長 朝 比 奈 直 之

９ 職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名

議会事務局長 内 藤 豊 久 議 会 書 記 尾 上 久 美 子

10 会議に付した事件

議案第４４号 人権擁護委員候補者の推薦について

議案第４５号 人権擁護委員候補者の推薦について

議案第４６号 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例に

ついて

議案第４７号 森町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を

改正する条例について

議案第４８号 森町税条例の一部を改正する条例について

議案第４９号 森町立学校設置条例の一部を改正する条例について

議案第５０号 令和５年度森町一般会計補正予算（第４号）

議案第５１号 令和５年度森町国民健康保険特別会計補正予算（第１号）

議案第５２号 静岡県市町総合事務組合を組織する地方公共団体の数の増

加及び規約の変更について

議案第５３号 浜松市と森町との間の証明書等の交付等の事務委託に関す

る規約の廃止について

議案第５４号 磐田市と森町との間の証明書等の交付等の事務委託に関す

る規約の廃止について

議案第５５号 袋井市と森町との間の証明書等の交付等の事務委託に関す

る規約の廃止について
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議案第５６号 湖西市と森町との間の証明書等の交付等の事務委託に関す

る規約の廃止について

議案第５７号 建設工事変更請負契約の締結について

＜議事の経過＞

議 長 （ 筋 惠 治 君 ）出席議員が定足数に達しておりますので、

ただ今から、令和５年６月森町議会定例会を開会します。

発言するとき、発言が終了したときにマイクボタンを押すよう

にお願いします。

これから、本日の会議を開きます。

ここで、お諮りします。

森町議会会議規則第51条に「会議において発言しようとする者

は、起立して「議長」と呼び、自己の議席番号を告げ、議長の許

可を求めなければならない」とあります。

本定例会は、新型コロナウイルス感染症対策を継続するため、

着座のまま挙手をして「議長」と呼び、自己の議席番号を告げ、

議長の許可を求めることにしたいと思います。

ご異議ありませんか。

（ 「異議なし」と言う者多数 ）

議 長 （ 筋 惠 治 君 ）「異議なし」と認めます。

したがって、発言するときは着座のまま挙手をして「議長」と

呼び、自己の議席番号を告げ、議長の許可を求めることにしまし

た。

それでは、日程に入ります。

日程第１、「会議録署名議員の指名」を行います。

会議録署名議員は、森町議会会議規則第127条の規定によって、

５番川岸和花子君及び６番岡戸章夫君を指名します。

日程第２、「会期の決定」を議題とします。

お諮りします。
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本定例会の会期は、本日から６月27日までの21日間にしたいと

思います。

ご異議ありませんか。

（ 「異議なし」と言う者多数 ）

議 長 （ 筋 惠 治 君 ）「異議なし」と認めます。

したがって会期は、本日から６月27日までの21日間に決定しま

した。

日程第３、「報告事項」について。

監査委員から、「例月出納検査の結果について」、町長から、「令

和４年度森町一般会計繰越明許費繰越計算書について」、「令和

４年度森町公共下水道事業特別会計繰越明許費繰越計算書につい

て」、「令和４年度森町公共三倉簡易水道事業特別会計繰越明許

費繰越計算書について」、「令和４年度周智郡土地開発公社決算

及び令和５年度事業計画・予算について」、以上、５件の報告が

来ております。

サイドブックスの掲載のとおりでございますので、ご了承願い

ます。

日程第４、議案第44号「人権擁護委員候補者の推薦について」

を議題とします。

職員に議案を朗読させます。

（ 職 員 朗 読 ）

議 長 （ 筋 惠 治 君 ）本案について提案理由の説明を求めます。

町長、太田康雄君。

町 長 （ 太 田 康 雄 君 ）ただ今上程されました、議案第44号「人

権擁護委員候補者の推薦について」提案理由の説明を申し上げま

す。

人権擁護委員は、人権擁護委員法において、国民に保障されて

いる基本的人権を擁護し、自由人権思想の普及高揚を図るため、

全国に人権擁護委員を置くとされております。

本案は、現在、人権擁護委員として活動されている山田廣氏が、
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令和５年９月30日をもって任期満了となるため、引き続き同氏を

人権擁護委員候補者に推薦いたしたく、人権擁護委員法第６条第

３項の規定に基づき議会の意見を求めるものであります。

今回、提案いたしました山田廣氏は、現在１期目で、令和２年

10月１日から人権擁護委員として人権相談や啓発活動を積極的に

行っていただいております。また、小学校教諭として長く勤務さ

れ、明朗・誠実な人柄で、地域の方々からの信頼も厚く、また、

地域の事情に精通するとともに、人権擁護に関する見識も高く、

委員の候補者として適任であると存じますので、推薦するもので

あります。

なお、任期は令和５年10月１日から令和８年９月30日までの３

年間となります。

以上、提案理由の説明を申し上げましたが、よろしくご審議を

お願い申し上げます。

議 長 （ 筋 惠 治 君 ）これから質疑を行います。

質疑はありませんか。

11番、西田彰君。

11番議員 （ 西 田 彰 君 ）山田廣さんを推薦することには、全く異

論はございません。

少し人権擁護委員の活動について、お聞きします。最近は、Ｌ

ＧＢＴやジェンダー平等、また学校でのいじめとか、そういった

いろいろな問題が多発しております。森町において、この人権擁

護委員が活動した実績というとおかしいですけど、そういった相

談はどのような内容の相談が多いのか、教えていただければと思

います。

議 長 （ 筋 惠 治 君 ）鈴木住民生活課長。

住民生活 （ 鈴 木 知 寿 君 ）ただ今の西田議員からの人権擁護委員に

課 長 関するご質問にお答えをいたします。

まず、人権擁護委員の活動といったところの最初のご質問かと

思います。
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こちらにつきましては、森町につきましては、主には人権相談

ということで、月１回、毎月木曜日の午後の２時間に人権相談と

いう時間帯を設けまして、町民生活センターで人権擁護委員さん

が、町内に５名がいらっしゃるんですけれども、２名の方が交代

で相談業務に当たっていただいているという状況でございます。

それが町として主な事業でございまして、その他に森町につきま

しては、静岡地方法務局の袋井支局の管轄になっております。そ

の中で袋井人権擁護委員協議会というものがございますので、そ

の中で森町の人権擁護委員さんがいろいろ活動をしているといっ

たところでございます。内容的には管内の小中学校に訪問をして、

人権の啓発を少し行ったり、ポスター作文の依頼、あるいはひま

わりの種といったものの花運動を行っている。あるいは、各種の

イベント等で人権擁護に関するＰＲをしていると言ったような状

況でございます。

それから、二点目のどのような相談がといったところでござい

ます。

こちらにつきましては、人権擁護委員の方も相談を受けて、プ

ライバシーというものがありますので、どのような内容があった

かというものにつきまして、具体的にはどのような内容だったか

というものが、直接森町にご報告というのは受けておりませんけ

れども、やはり昨今、法務局で最近多いものとしましては、やは

りお子様の昨今のＳＮＳの関係の問題とか、あるいは学校に少し

行きたくないといったようなところのご相談とかといったものが

あるというところでございます。森町につきましては、人権相談

の中では、お話を聞くと、人権というよりも身の上相談といった

ところのお話が多いということでお聞きをしております。以上で

す。

議 長 （ 筋 惠 治 君 ）他に質疑はありませんか。

（ 発言する者なし ）

議 長 （ 筋 惠 治 君 ）「質疑なし」と認めます。
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お諮りします。

本案は、討論を省略し、直ちに採決したいと思います。

ご異議ありませんか。

（ 「異議なし」と言う者多数 ）

議 長 （ 筋 惠 治 君 ）「異議なし」と認めます。

これから議案第44号を採決します。

本案は、これに同意することに賛成の方は、起立願います。

（ 起 立 全 員 ）

議 長 （ 筋 惠 治 君 ）起立全員です。

したがって、議案第44号は、同意することに決定しました。

日程第５、議案第45号「人権擁護委員候補者の推薦について」

を議題とします。

職員に議案を朗読させます。

（ 職 員 朗 読 ）

議 長 （ 筋 惠 治 君 ）本案について提案理由の説明を求めます。

町長、太田康雄君。

町 長 （ 太 田 康 雄 君 ）ただ今上程されました、議案第45号「人

権擁護委員候補者の推薦について」、提案理由の説明を申し上げ

ます。

人権擁護委員は、人権擁護委員法において、国民に保障されて

いる基本的人権を擁護し、自由人権思想の普及高揚を図るため、

全国に人権擁護委員を置くとされております。

本案は、現在、人権擁護委員として活動されている天野美奈子

氏が、令和５年９月30日をもって任期満了となり、退任すること

になったため、後任として新たに相羽公子氏を人権擁護委員候補

者に推薦いたしたく、人権擁護委員法第６条第３項の規定に基づ

き議会の意見を求めるものであります。

今回、提案いたしました相羽公子氏は、小学校教諭として長く

勤務され、現在は、会計年度任用職員として、歴史民俗資料館に

て資料整理業務の事務補助を令和５年９月30日までお願いしてい
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るところでございます。明朗・誠実な人柄で、地域の方々からの

信頼も厚く、また、地域の事情に精通するとともに、人権擁護に

関する見識も高く、委員の候補者として適任であると存じますの

で、推薦するものであります。

なお、任期は令和５年10月１日から令和８年９月30日までの３

年間となります。

以上、提案理由の説明を申し上げましたが、よろしくご審議を

お願い申し上げます。

議 長 （ 筋 惠 治 君 ）これから質疑を行います。

質疑はありませんか。

（ 発言する者なし ）

議 長 （ 筋 惠 治 君 ）「質疑なし」と認めます。

お諮りします。

本案は、討論を省略し、直ちに採決したいと思います。

ご異議ありませんか。

（ 「異議なし」と言う者多数 ）

議 長 （ 筋 惠 治 君 ）「異議なし」と認めます。

これから議案第45号を採決します。

本案は、これに同意することに賛成の方は、起立願います。

（ 起 立 全 員 ）

議 長 （ 筋 惠 治 君 ）起立全員です。

したがって、議案第45号は、同意することに決定しました。

日程第６、議案第46号「一般職の職員の給与に関する条例の一

部を改正する条例について」及び日程第７、議案第47号「森町企

業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例

について」以上、２件を一括議題とします。

職員に議案を朗読させます。

（ 職 員 朗 読 ）

議 長 （ 筋 惠 治 君 ）本案について提案理由の説明を求めます。

町長、太田康雄君。
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町 長 （ 太 田 康 雄 君 ）ただ今上程されました、議案第46号「一

般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について」

及び議案第47号「森町企業職員の給与の種類及び基準に関する条

例の一部を改正する条例について」、一括して提案理由の説明を

申し上げます。

本案は、ともに令和５年４月28日に公布された新型インフルエ

ンザ等対策特別措置法及び内閣法の一部を改正する法律により、

新型インフルエンザ等対策特別措置法が改正され、これまで「新

型インフルエンザ等緊急事態派遣手当」とされていた手当が、感

染症の発生及びまん延の初期段階からの派遣が可能となったこと

から、「特定新型インフルエンザ等対策派遣手当」に変更となっ

たため、本条例中の手当の名称を「新型インフルエンザ等緊急事

態派遣手当」から「特定新型インフルエンザ等対策派遣手当」に

改正するものでございます。

また、議案第47号「森町企業職員の給与の種類及び基準に関す

る条例の一部を改正する条例について」は、地方公務員法の改正

に伴い、第２条第１項及び第19条第１項で引用する条項の改正と、

第19条の見出し中の再任用職員から定年前再任用短時間勤務職員

への改正を併せて行うものでございます。

なお、施行期日は、「一般職の職員の給与に関する条例」及び

「森町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第２条第３項

の改正規定」は、新型インフルエンザ等対策特別措置法及び内閣

法の一部を改正する法律の施行日とし、「森町企業職員の給与の

種類及び基準に関する条例第２条第３項以外の改正規定」は、公

布の日から施行するものであります。

以上、提案理由の説明を申し上げましたが、よろしくご審議を

お願い申し上げます。

議 長 （ 筋 惠 治 君 ）日程第８、議案第48号「森町税条例の一

部を改正する条例について」を議題とします。

職員に議案を朗読させます。
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（ 職 員 朗 読 ）

議 長 （ 筋 惠 治 君 ）本案について提案理由の説明を求めます。

町長、太田康雄君。

町 長 （ 太 田 康 雄 君 ）ただ今上程されました、議案第48号「森

町税条例の一部を改正する条例について」提案理由の説明を申し

上げます。

本案は、令和５年度地方税制改正に係る関係法令の改正に伴い、

令和５年７月１日以降に施行するものについて、所要の改正を行

うものであります。

それでは、主な改正内容について、ご説明申し上げます。

三点ございますが、一点自は、パリ協定の枠組の下におけるわ

が国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止を図るため、

森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、平成

31年３月に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が成

立し、森林環境税及び森林環境譲与税が創設されました。国税で

ある森林環境税1,000円につきましては、令和６年度から住民税

均等割に併せて市町村が賦課徴収することになりますので、それ

に関係する規定を整備するものであります。

二点目は、道路運送車両の保安基準及び道路交通法の改正によ

り、新たに区分された特定小型原動機付自転車の規定について、

令和５年７月１日から施行されることに伴い、軽自動車税の税率

を定めるもので、構造上、車輪の数を制限する規定はありません

ので、３輪以上の車両であるミニカーの税率区分から特定小型原

動機付自転車を除くことにより、総排気量が0.05リットル以下の

もの又は定格出力が0.6キロワット以下のものを税率区分2,000円

とするものであります。

三点目は、令和４年３月以降、一部メーカーによるトラック・

バス用エンジンの燃費・排ガス試験不正が発覚しました。不正に

より生じた納付不足額に係る納税義務を、不正を行ったメーカー

に負わせる特例規定について、税制上の再発抑止策を強化するた
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め、納付不足額を徴収する際に加算する割合を、10パーセントか

ら35パーセントに引き上げるものであります。

その他、地方税法等の改正に伴い、所要の改正を行うものであ

ります。

なお、施行期日は法律の施行に合わせ、令和５年７月１日から

令和７年１月１日と複数年にわたることから、それぞれ条例附則

にて施行日を規定しております。

以上、提案理由の説明を申し上げましたが、よろしくご審議を

お願い申し上げます。

議 長 （ 筋 惠 治 君 ）日程第９、議案第49号「森町立学校設置

条例の一部を改正する条例について」を議題とします。

職員に議案を朗読させます。

（ 職 員 朗 読 ）

議 長 （ 筋 惠 治 君 ）本案について提案理由の説明を求めます。

町長、太田康雄君。

町 長 （ 太 田 康 雄 君 ）ただ今上程されました、議案第49号「森

町立学校設置条例の一部を改正する条例について」提案理由の説

明を申し上げます。

今回の条例改正の対象であります三倉幼稚園につきましては、

旧三倉小学校の校舎の一部を利用し園運営を行って参りました

が、入園児数の減少により平成28年度以降休園となっております。

本案は、９月に実施を計画しております小中学校跡地利活用の

事業者公募に際し、休園している三倉幼稚園を廃園とする所要の

改正を行うものであります。

以上、提案理由の説明を申し上げましたが、よろしくご審議を

お願い申し上げます。

議 長 （ 筋 惠 治 君 ）日程第10、議案第50号「令和５年度森町

一般会計補正予算（第４号）」を議題とします。

職員に議案を朗読させます。

（ 職 員 朗 読 ）
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議 長 （ 筋 惠 治 君 ）本案について提案理由の説明を求めます。

町長、太田康雄君。

町 長 （ 太 田 康 雄 君 ）ただ今上程されました、議案第50号「令

和５年度森町一般会計補正予算（第４号）」について、提案理由

の説明を申し上げます。

本補正予算は、補正前の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それ

ぞれ126,802千円を追加し、補正後の歳入歳出予算の総額を歳入

歳出それぞれ9,460,919千円とするものであります。

第２表、地方債補正につきましては、まず、緊急防災・減災事

業でございますが、本補正予算の教育費に計上しております森小

学校体育館ＬＥＤ照明設置工事の事業費の追加に伴い、増額する

ものでございます。次に、公共施設等適正管理推進事業でござい

ますが、本補正予算の総務費に計上しております町有施設除却事

業の事業費の追加に伴い、増額するものでございます。また、緊

急自然災害防止対策事業でございますが、本補正予算の土木費に

計上しております町単独道路改良事業及び町単独河川改修事業の

財源として増額する変更でございます。

それでは以下、事項別明細書により補正の概要を歳出から申し

上げます。

９・10ページ、２款１項５目、財産管理費5,970千円のうち、

財産管理経費4,970千円につきましては、当初予算にてお認めい

ただきました町有施設である旧児童館・旧静岡銀行森町支店の解

体工事において、両施設に高濃度ＰＣＢ廃棄物が残っていること

が判明したことから、ＰＣＢ廃棄物の運搬・処理費用を追加する

ものでございます。

また、基金積立金1,000千円につきましては、３月30日から４

月２日にかけ、ヤマハリゾート葛城ゴルフ倶楽部で行われた、ヤ

マハレディースオープン葛城の大会運営に対する協力への感謝と

して、ヤマハ株式会社及びヤマハ発動機株式会社から寄附を受け

ましたので、スポーツ振興基金に積み立てるものでございます。
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４款１項１目、保健衛生総務費33,000千円につきましては、健

康管理システム更新業務委託料でございます。国は、自治体の情

報システム等の共同利用、手続きの簡素化・迅速化、行政の効率

化等を推進するため、関係省庁が作成した標準仕様書に準拠した

システムを、全国規模のクラウド基盤に構築する「標準化」を目

指し、各自治体に令和７年度までに標準準拠システムへ移行する

ことを義務化し進めております。現在、町の健康情報を管理する

健康管理システムの開発・運用・保守を担当しているシステム事

業者が、４月に入り、この標準準拠システムへの移行改修業務を

行わないことが明らかになったため、標準化に対応する他事業者

のシステムへの更新が必要となることが分かりました。更新にあ

たりましては、標準準拠システムへの移行改修業務が集中する時

期を避けるため、今年度末までに更新業務を完了することが望ま

しく、本補正予算にて対応するものでございます。なお、標準準

拠システムへの移行改修業務は、令和６年度に実施する予定でご

ざいます。

２目、予防費32,500千円のうち、新型コロナウイルスワクチン

接種体制確保事業7,500千円につきましては、秋開始接種に係る

接種体制の確保のために必要な健康管理システム改修委託料や、

会場案内などを委託する人材派遣委託料などの経費でございま

す。また、新型コロナウイルスワクチン接種事業25,000千円につ

きましては、秋開始接種を森町病院やその他の医療機関で実施す

るための町内外の医療機関への接種委託料と公立森町病院への接

種負担金でございます。なお、秋開始接種の対象者につきまして

は、５歳以上の初回接種を完了している春開始接種の対象者を含

む希望者全ての方としております。

11・12ページ、８款２項３目、道路新設改良費42,000千円につ

きましては、町道本町城下線法面対策として行う町道改築工事で

ございまして、令和４年度３号補正予算にてお認めいただきまし

た測量設計業務が完了いたしましたことから、工事に着手するも
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のでございます。

３項２目、河川維持改修費6,000千円につきましては、護岸崩

落、崩壊が確認された準用河川椿沢川及び普通河川舟場川の河川

改修事業に伴う測量設計業務委託料でございます。

13・14ページ、10款２項１目、学校管理費370千円につきまし

ては、森小学校体育館ＬＥＤ照明設置工事の事業費を追加するも

のでございます。昨今の物価高騰を受け、ＬＥＤ照明器具等の価

格改定が行われたことに伴い、予算に不足する事業費分の増額を

お願いするものでございます。

６項３目、文化振興費4,450千円のうち、文化振興総務経費2,2

92千円につきましては、藤江勝太郎氏顕彰のための経費でござい

まして、森町の偉人、藤江勝太郎氏をより多くの方に知っていた

だくため、藤江勝太郎氏をテーマとした文化講演会を開催する経

費と、藤江勝太郎氏及び鈴木藤三郎氏とその偉業を広く周知する

ための森町の偉人ＰＲ動画作成業務委託料等でございます。

ページをめくっていただき、東アジア文化都市2023杭迫柏樹展

覧会事業2,111千円につきましては、東アジア文化都市2023協賛

事業として杭迫柏樹展覧会を開催するための経費でございます。

静岡県は、日中韓３か国の都市による文化芸術交流事業「東アジ

ア文化都市2023」に指定され、県内のあらゆる文化事業を国内外

へ発信し、ＰＲする取組を行っております。取組の中において、

文化によって住民の暮らしを豊かにし、地域の活性化や観光振興

等につながるイベントを行う市町等へ補助を行っており、この補

助金を活用し事業を実施するものでございます。事業の内容につ

きましては、寄贈作品の中から中国との関係が深い作品を展示す

るほか、日中文化学術会館や杭迫柏樹氏所蔵の作品を借用し展示

することで、森町名誉町民杭迫柏樹氏とその作品展示により、書

の文化を広く町内外に発信するものでございます。

15・16ページ、５目、歴史民俗資料館費2,030千円につきまし

ては、本年４月の人事異動に伴い、歴史民俗資料館館長分の会計
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年度任用職員報酬を計上するものでございます。

続きまして、歳入についてご説明申し上げます。

５・６ページ、15款１項２目、衛生費国庫負担金25,000千円に

つきましては、新型コロナウイルスワクチン接種事業に対する国

の負担金でございます。

２項３目、衛生費国庫補助金7,300千円につきましては、新型

コロナウイルスワクチン接種体制確保事業に対する国の補助金で

ございます。

16款２項６目、消防費県補助金123千円につきましては、森小

学校体育館ＬＥＤ照明設置工事の事業費追加に対する県の補助金

でございます。

７目、教育費県補助金1,789千円につきましては、東アジア文

化都市2023地域連携プログラム補助金でございまして、杭迫柏樹

展覧会事業と、当初予算に計上しております電動アシスト自転車

試乗イベントを、協賛事業として実施することから、これらの事

業に対する県の補助金でございます。

18款１項３目、教育費寄附金1,000千円につきましては、ヤマ

ハ株式会社及びヤマハ発動機株式会社からの寄附金でございま

す。

19款２項７目、ふるさと応援基金繰入金1,542千円につきまし

ては、藤江勝太郎氏顕彰事業に充当するものと、当初予算に計上

しております電動アシスト自転車試乗イベントにつきまして、事

業費の全額を当該基金の繰入対象としておりましたが、東アジア

文化都市2023協賛事業として実施することから、東アジア文化都

市2023地域連携プログラム補助金の充当分750千円を減額するも

のでございます。

20款１項１目、繰越金37,348千円は、財源調整としての計上で

ございます。

７・８ページ、22款１項１目、総務債4,500千円につきまして

は、町有施設（旧児童館・旧静岡銀行森町支店）除却事業に対す
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る財源として、公共施設等適正管理推進事業債を計上するもので

ございます。

５目、土木債48,000千円につきましては、町道法面対策事業及

び河川改修事業に対する財源として、緊急自然災害防止対策事業

債を計上するものでございます。

６目、教育債200千円につきましては、森小学校体育館ＬＥＤ

照明設置事業に対する財源として、緊急防災・減災事業債を計上

するものでございます。

以上が、令和５年度森町一般会計補正予算（第４号）の概要で

ございます。よろしくご審議の程お願いいたします。

議 長 （ 筋 惠 治 君 ）日程第11、議案第51号「令和５年度森町

国民健康保険特別会計補正予算（第１号）」を議題とします。

職員に議案を朗読させます。

（ 職 員 朗 読 ）

議 長 （ 筋 惠 治 君 ）本案について提案理由の説明を求めます。

町長、太田康雄君。

町 長 （ 太 田 康 雄 君 ）ただ今上程されました、議案第51号「令

和５年度森町国民健康保険特別会計補正予算（第１号）」につい

て、提案理由の説明を申し上げます。

本補正予算は、補正前の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それ

ぞれ9,000千円を追加し、補正後の歳入歳出予算の総額を歳入歳

出それぞれ2,165,977千円とするものであります。

国民健康保険の財政運営は都道府県が行っており、森町国民健

康保険で支払った保険給付費につきましては、その全額を県の保

険給付費等交付金で賄っております。

この度、本年２月の診療報酬が確定したことによる保険給付費

の精算に伴い、国民健康保険団体連合会より返還を受ける保険給

付費等交付金を県に返還するため、補正予算を計上するものでご

ざいます。

それでは、以下、事項別明細書により補正の内容を歳出から申
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し上げます。

７・８ページ、８款１項３目、償還金9,000千円につきまして

は、精算に伴い保険給付費等交付金を県に返還するものでござい

ます。

次に、歳入について申し上げます。

５・６ページ、８款３項６目、雑入9,000千円につきましては、

精算に伴う国民健康保険団体連合会からの返還金でございます。

以上が、令和５年度森町国民健康保険特別会計補正予算（第１

号）の内容でございます。よろしくご審議くださいますようお願

い申し上げます。

議 長 （ 筋 惠 治 君 ）日程第12、議案第52号「静岡県市町総合

事務組合を組織する地方公共団体の数の増加及び規約の変更につ

いて」を議題とします。

職員に議案を朗読させます。

（ 職 員 朗 読 ）

議 長 （ 筋 惠 治 君 ）本案について提案理由の説明を求めます。

町長、太田康雄君。

町 長 （ 太 田 康 雄 君 ）ただ今上程されました、議案第52号「静

岡県市町総合事務組合を組織する地方公共団体の数の増加及び規

約の変更について」提案理由の説明を申し上げます。

今回の「静岡県市町総合事務組合を組織する地方公共団体の数

の増加及び規約の変更」は、下田市、南伊豆町、松崎町及び西伊

豆町で構成する「南伊豆地域清掃施設組合」が、当組合に加入す

るもので、規約を変更するに当たり、地方自治法第290条の規定

に基づき、組合を組織する市町・組合議会の議決を求めるもので

ございます。

以上、提案理由の説明を申し上げましたが、よろしくご審議の

ほどお願い申し上げます。

議 長 （ 筋 惠 治 君 ）日程第13、議案第53号「浜松市と森町と

の間の証明書等の交付等の事務委託に関する規約の廃止につい
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て」から日程第16、議案第56号「湖西市と森町との間の証明書等

の交付等の事務委託に関する規約の廃止について」まで議案４件

を一括議題とします。

職員に議案を朗読させます。

（ 職 員 朗 読 ）

議 長 （ 筋 惠 治 君 ）本案について提案理由の説明を求めます。

町長、太田康雄君。

町 長 （ 太 田 康 雄 君 ）ただ今上程されました、議案第53号「浜

松市と森町との間の証明書等の交付等の事務委託に関する規約の

廃止について」から議案第56号「湖西市と森町との間の証明書等

の交付等の事務委託に関する規約の廃止について」までの４議案

について、一括して提案理由の説明を申し上げます。

森町、浜松市、磐田市、袋井市及び湖西市の４市１町で行って

いる西部広域行政窓口サービスにつきましては、平成７年５月に

県西部地方拠点都市地域22市町村の広域エリアを対象として、地

域内どこでも各種行政サービスが受けられるような住民サービス

の向上の実現を目指し、静岡県西部広域行政サービスシステム研

究会が発足し、平成９年10月１日より住民票の写しの相互交付事

務が開始されました。その後、平成13年８月に戸籍謄抄本及び印

鑑登録証明書の交付事務を追加して現在に至っておりますが、昨

今のマイナンバーカードの普及啓発によるコンビニ交付サービス

の増加により、窓口に来庁して西部広域行政窓口サービスを利用

する件数が減少していること、加えて、令和６年度からは戸籍の

全国広域交付サービスが開始される予定で、これにより戸籍謄抄

本が全国どこの自治体においても発行できるようになることか

ら、西部広域行政窓口サービスを、令和５年度末をもって廃止す

るものでございます。

なお、この規約の廃止につきましては、当町を含む４市１町全

ての５月又は６月議会において上程し、議決をいただくことにな

っていることを申し添えます。
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以上、提案理由の説明を申し上げましたが、よろしくご審議の

ほどお願いいたします。

議 長 （ 筋 惠 治 君 ）日程第17、議案第57号「建設工事変更請

負契約の締結について」を議題とします。

職員に議案を朗読させます。

（ 職 員 朗 読 ）

議 長 （ 筋 惠 治 君 ）本案について提案理由の説明を求めます。

町長、太田康雄君。

町 長 （ 太 田 康 雄 君 ）ただ今上程されました、議案第57号「建

設工事変更請負契約の締結について」提案理由の説明を申し上げ

ます。

本変更請負契約は、令和４年度森町公共下水道事業森地区枝線

管渠築造工事（第５工区）で、令和４年９月２日に周智郡森町睦

実1497番地を所在地とする大沼建設株式会社 代表取締役 大沼

賢吾と契約いたしましたが、試験掘削の結果、推進機械を設置す

るための立坑付近の掘削地盤の土質に岩盤層が確認されたため、

詳細なボーリング調査を実施し、施工方法の変更及び施工機械等

の再手配が必要となったことによる追加計上により、当初の契約

金額9,350万円に1,164万9千円を増額し、変更後の契約金額を1億

514万円9千円とするものであります。

なお、工期につきましては、令和５年３月９日付けで令和５年

８月25日まで延長しております。

以上、提案理由の説明を申し上げましたが、よろしくご審議の

程お願い申し上げます。

議 長 （ 筋 惠 治 君 ）日程第18、「東遠学園組合議会議員の補

欠選挙」を行います。

選挙すべき議員の数は、１人です。

お諮りします。

選挙の方法については、地方自治法第118条第２項の規定によ

って、指名推選にしたいと思います。
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ご異議ありませんか。

（ 「異議なし」と言う者多数 ）

議 長 （ 筋 惠 治 君 ）「異議なし」と認めます。

したがって、選挙の方法は、指名推選で行うことに決定しまし

た。

お諮りします。

指名の方法については、議長が指名することにしたいと思いま

すが、ご異議ありませんか。

（ 「異議なし」と言う者多数 ）

議 長 （ 筋 惠 治 君 ）「異議なし」と認めます。

したがって、議長が指名することに決定しました。

東遠学園組合議会議員に、増田恭子君を指名します。

お諮りします。

ただ今、議長が指名した者を、東遠学園組合議会議員の当選人

と定めることにご異議ありませんか。

（ 「異議なし」と言う者多数 ）

議 長 （ 筋 惠 治 君 ）「異議なし」と認めます。

したがって、ただ今指名しました増田恭子君が、東遠学園組合

議会議員に当選されました。

ただ今当選されました、増田恭子君が議場におられます。

森町議会会議規則第33条第２項の規定によって、当選の告知を

します。

日程第19、「袋井市森町広域行政組合議会議員の補欠選挙」を

行います。

選挙すべき議員の数は、２人です。

お諮りします。

選挙の方法については、地方自治法第118条第２項の規定によ

って、指名推選にしたいと思います。

ご異議ありませんか。

（ 「異議なし」と言う者多数 ）
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議 長 （ 筋 惠 治 君 ）「異議なし」と認めます。

したがって、選挙の方法は、指名推選で行うことに決定しまし

た。

お諮りします。

指名の方法については、議長が指名することにしたいと思いま

す。

ご異議ありませんか。

（ 「異議なし」と言う者多数 ）

議 長 （ 筋 惠 治 君 ）「異議なし」と認めます。

したがって、議長が指名することに決定しました。

袋井市森町広域行政組合議会議員に、私、 筋惠治及び清水健

一君を指名します。

お諮りします。

ただ今議長が指名した者を、袋井市森町広域行政組合議会議員

の当選人と定めることにご異議ありませんか。

（ 「異議なし」と言う者多数 ）

議 長 （ 筋 惠 治 君 ）「異議なし」と認めます。

したがって、ただ今指名しました 筋惠治及び清水健一君が、

袋井市森町広域行政組合議会議員に当選されました。

ただ今当選されました、 筋惠治及び清水健一君が議場におら

れます。

森町議会会議規則第33条第２項の規定によって、当選の告知を

します。

日程第20、「中東遠看護専門学校組合議会議員の補欠選挙」を

行います。

選挙すべき議員の数は、２人です。

お諮りします。

選挙の方法については、地方自治法第118条第２項の規定によ

って、指名推選にしたいと思います。

ご異議ありませんか。
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（ 「異議なし」と言う者多数 ）

議 長 （ 筋 惠 治 君 ）「異議なし」と認めます。

したがって、選挙の方法は、指名推選で行うことに決定しまし

た。

お諮りします。

指名の方法については、議長が指名することにしたいと思いま

す。

ご異議ありませんか。

（ 「異議なし」と言う者多数 ）

議 長 （ 筋 惠 治 君 ）「異議なし」と認めます。

したがって、議長が指名することに決定しました。

中東遠看護専門学校組合議会議員に、加藤久幸君及び平川勇君

を指名します。

お諮りします。

ただ今議長が指名した者を、中東遠看護専門学校組合議会議員

の当選人と定めることにご異議ありませんか。

（ 「異議なし」と言う者多数 ）

議 長 （ 筋 惠 治 君 ）「異議なし」と認めます。

したがって、ただ今指名しました加藤久幸君及び平川勇君が、

中東遠看護専門学校組合議会議員に当選されました。

ただ今当選されました、加藤久幸君が議場におられます。

森町議会会議規則第33条第２項の規定によって、当選の告知を

します。

平川勇君は、本日欠席しておりますので、後ほど当選の告知を

します。

以上で、本日の日程は全部終了しました。

次回の議事日程の予定を報告します。

６月14日午前９時30分、本会議を開き、条例・補正予算・一般

議案に対する質疑を行います。

本日は、これで散会します。
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（ 午前１０時３２分 散会 ）


